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市川市条例第  号 

市川市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例 

 市川市職員退職手当支給条例（昭和２７年条例第７号）の一部を次のように

改正する。 

第６条の４第１項第１号中「５０,０００円」を「６５,０００円」に改め、

同項第２号中「４５,８５０円」を「５９,５５０円」に改め、同項第３号中   

「４１,７００円」を「５４,１５０円」に改め、同項第４号中「３３,３５０円」

を「４３,３５０円」に改め、同項第５号中「２５,０００円」を「３２,５００

円」に改め、同項第６号中「２０,８５０円」を「２７,１００円」に改め、同

項第７号中「１６,７００円」を「２１,７００円」に改め、同条第４項第１号

を削り、同項第２号中「前号」を「第１項」に改め、同号を同項第１号とし、

同項第３号を同項第２号とし、同項第４号中「第１号」を「第１項」に改め、

同号を同項第３号とし、同項第５号を同項第４号とする。 

附則第１４項中「（市川市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

（平成２６年条例第２０号）を除く。）」を削る。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年１月１日から施行する。ただし、附則第５項の規



定は、平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の市川市職員退職手当支給条例（以下「新条例」という。）第６条の

４第１項及び第４項並びに附則第１４項の規定は、平成２８年１月１日（以

下「施行日」という。）以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前

の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。 

（施行日から平成３０年３月３１日までの間の退職手当の額の特例） 

３ 職員が施行日から平成３０年３月３１日までの間に退職した場合におい 

て、その者について新条例の規定により算定される退職手当の額が次に掲げ

る額の合計額よりも少ないときは、新条例の規定にかかわらず、当該合計額

に相当する額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。 

⑴ 新条例附則第１４項中「する条例」とあるのを「する条例（市川市一般

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成２７年条例第 

号）を除く。）」と読み替えて新条例の規定を適用するとしたならば算定さ

れることとなる退職手当の基本額 

⑵ 改正前の第６条の４の規定の例により算定した退職手当の調整額 

（市川市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正

等） 

４ 市川市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成２６年

条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

附則第１２項第４号を削る。 

（平成３０年４月１日以後の退職手当の額の特例） 

５ 市川市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成２７年

条例第  号）附則第１４項から第１７項までの規定の適用を受ける職員に

関する新条例附則第１４項の規定の適用については、同項中「する条例」と

あるのは、「する条例（市川市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例（平成２７年条例第  号）附則第１４項から第１７項までの規定を除

く。）」とする。 



理  由 

 

平成２６年８月７日付け人事院勧告等を考慮した一般職の職員の給料の

改定により退職手当の支給水準に影響が生ずることを踏まえ、国家公務員退

職手当法の改正に準じて退職手当の調整額を改定するとともに、所要の改正

を行う必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 

 


